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皆様

YLOニュース10月号をお届けします。やっと暑さが収まり、過ごしやすくなってきましたが、皆様、体調はいかがでしょうか？北海道は秋（か冬）の気配だそうです。
　我が国では、10月に入り政治に大きな動きがありました。自民党の新総裁が選出され、公明党との連立解消、維新との連立を経て、女性初の高市首相誕生となりました。
一方、海外ではガザの停戦合意がなされましたが合意の履行状況についてハマスとイスラエルとで意見が対立しておりまだまだ不透明な状況です。他方で、ウクライナでの戦争はまだ続いています。トランプ大統領の関税政策も続きながら、我が国の株価も史上最高値にあります。物価も米価だけでなく高騰しています。
危機を煽るわけではなく、何かがおかしいと感じている方も多いのではないでしょうか。引き続き、皆様、大震災などの災害等に備えていただきますようにお願いいたします。

最近の独占禁止法の動向（当事務所で興味を持っているもの）
〇　公正取引委員会は、9月30日に、「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を公表した。それまで、公正取引委員会は、コンテンツ産業活性化戦略に基づき、令和６年12月に実態調査報告書を公表したが、それに続き、優越的地位の濫用となる事案を明記したガイドラインとして公表したものである。実演家と芸能事務所の取引については、これまで問題となった専属義務、競業避止義務、移籍・独立に係る妨害行為等、芸名・グループ名の使用制限、実演家の待遇等について定め、放送事業者やレコード会社の行為についても独占禁止法上問題となる事例を明記したものである。これまでメスの入りにくかった芸能事務所、放送事業者、レコード会社の行為についてガイドライン化したものとして注目される。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250930_geinoushishin.html

〇　公正取引委員会は、引き続き下請代金支払遅延等防止法やフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する事実の摘発に努めている。最近では、ヨドバシカメラ、Olympic、九州東通、ジェイテクト等に勧告を出している。特に、代金の不当減額事案が散見される。

〇　マンション修繕工事談合等、最近公正取引委員会が官製談合・カルテル事案を積極的に摘発していることは新聞紙上で公表されている。ここ数年、カルテルや談合事件の摘発は頻繁ではなかったが、ここにきて急激に増えているとの印象である。景気停滞、人手不足などが要因だと思われるが、日本では同業者が集まって会合を行うことが慣行化しており、カルテルや談合の温床となっていると思われる。

〇　公正取引委員会は、9月18日に、ハーレーダビッドソンジャパンが、特定のディーラーに新車の登録台数を強要し、その結果、ディーラーが自社登録せざるを得なくし独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第５号（優越的地位の濫用））の規定に違反する行為を行っていたとして、同社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。同種の行為は、過去にBMW社でも行われ、同社に対する手続は確約手続で終了している。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250918_daini.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210312.html

〇　当事務所で、旬刊経理情報2025年10月10日号（通巻No.1756）にアルゴリズムカルテルに関する論考を掲載しましたので、ご笑覧ください。
独占禁止法以外で当事務所が興味を持っている分野の情報
〇　10月15日、第一法規、商事法務、著作権の大家である中山信弘東京大学名誉教授を含む有志の著者の法学者が、法律書を無断で複製され、著作権や出版権を侵害されたとして、有料会員制の「法律書デジタル図書館」を運営する一般社団法人法律書デジタル図書館に対して、複製データの利用差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こしたとのことです。法律書デジタル図書館側は著作権法31条3項が定める特定図書館等として認められた公衆送信サービスを提供しているもので適法であり著作権侵害は一切ないので、サービスの停止はしないとしています。利用者には法律家が多いと思われますので訴訟の帰趨が注目されます。

当ニュースレターの記事、内容に関するご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

矢吹法律事務所
東京都港区愛宕1丁目3－4愛宕東洋ビル4階
電話	03－5425－6763
Fax	03－3437－3680
電子メール　k.yabuki@yabukilaw.jp
HP  http://www.yabukilaw.jp

＃「草野芳郎ADRセンター」へのご連絡はこちらにお願いします。通常のアドホック調停及びウェブ調停を実施しております。早期の紛争解決をお望みの方は是非ご利用ください。
草野芳郎ADRセンター

〇草野芳郎弁護士が、「新和解技術論～和解は未来を創る」（信山社）を出版していますが、人気の高い「和解技術論」の改訂版です。当事務所では1割引き（定価2000円税別）で販売しています。社内のコミュニケーションにも大変参考になります。ご興味のある方はYLO（soumu@yabukilaw.jp）までお申し込みください。

（YLO News Letter毎月10日頃発行）
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